返還明細書の記入方法について
１　本人欄には自分の貸与決定番号、住所、氏名の記入及び押印をし、保証人欄には２名の方に住所、氏名の記入及び押印をしてもらうこと。

２　返還総額欄には在学中に受けた修学資金の総額を記入すること。ただし、裁量免除決定を受けた者については、裁量免除決定通知書に記載されている返還額を記入すること。

３

(1)　返還期間について

ア　養成施設に係る第１種修学資金又は第２種修学資金の貸与を受けた者にあっては、返還期間は貸与期間の２分の１以内とすること。（例：貸与期間が３年間の場合は１年６か月以内）

イ　大学院に係る第１種修学資金の貸与を受けた者にあっては、返還期間は５年以内とすること。

(2)　返還開始の年月について

ア　第１種修学資金の貸与を受けた者にあっては、返還事由の生じた日の属する月の翌月とすること。

（例：病院を平成○年３月に退職して返還する場合は、平成○年４月からとすること。）ただし、裁量免除申請をした者にあっては、裁量免除決定通知書を受け取った日の属する月の翌月とすること。

イ　第２種修学資金の貸与を受けた者で学校卒業後返還する場合は、卒業した年の５月を返還開始の年月とすること。

４　返還方法の種別の欄には「一括」、「半年賦」、「月賦」のいずれかを記入すること。

５　返還予定日の欄には、

(1)　一括又は半年賦払いの場合は返還希望の年月を記入すること。（返還希望の年月については上記３に従って記入した返還期間の間から選択すること。）
(2)　月賦払いの場合は「月末」と記入すること。

６　１回の返還金額欄には、

(1)　一括払いの場合は返還総額と同じ額を記入すること。

(2)　月賦又は半年賦払いの場合は返還総額を返還回数で割って記入すること。

７　養成施設欄には学校名と卒業年月日を記入すること。（退学した場合は卒業年月日の記入は必要ない。）

８　返還の理由欄には退学、退職、返還免除対象外施設勤務、卒業後１年以内に免許未取得等自分に該当する理由を記入すること。

９　備考欄には自宅の電話番号を記入すること。

県は返還明細書を受領した後、まず「返還決定通知書」を送付し、返還の月の下旬に「納入通知書」を送付しますので、その納入通知書を用いて銀行で振り込んでください。
